
（単位：千円）
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期　待
される
効果等

担当部署 1

補正理由
及び

目的･目標

　新型コロナウィルス感染症の影響により、生活及び経済的に大きな影響を受けてい
る市民・事業者等を考慮し、水道使用料金の値上げ額相当分の減免を行う。

68,555

ビジョン
基本施策

事業概要

宮津市水道事業ビジョン

・宮津市水道施設整備計画

・宮津市水道事業経営戦略

新型コロナ感染症による影響による、市民・事業者等の経
済的負担を軽減する。

■水道使用料金の減免に伴う一般会計からの繰出金　33,000千円
　水道使用料金の改定後から３か月間、水道使用料金の減免を行う。
　〇対 象 者：全市民及び事業者等
　〇減 免 額：水道使用料金の改定に伴う増額分
　〇減免期間：R2.10月請求分からR2.12月請求分まで（３か月間）

［参考］水道使用料金の減免額（市民等への影響額）

建設部　上下水道課
管理係

 45-1635

【みやづビジョン2011･まち･ひと･しごと創生総合戦略以外の計画】 

(参考)補正後予算額 　特　定　財　源　の　内　訳

地方創生臨時交付金

(参考)前年度予算額

116,318

令和2年7月臨時会　　　　　令和2年度7月補正予算　事業等説明資料【一般会計（第6号）】

財　　　源　　　内　　　訳

市　債

33,000

事業名
水道使用料金の減免
（水道事業会計繰出金）

新規 補正予算額

背景･経緯

・R1.7：宮津市水道事業ビジョン策定
・R2.1：「宮津市水道使用料金等審議会」からの答申（水道使用料金等の見直し）
・R2.3：水道使用料金等の改定に係る「宮津市水道事業給水条例」の一部改正
・R2.10～：水道使用料金の改定（平均33％の増額改定）

（税抜）

本来料金 減免後 差額（減免額）

一般家庭
（20 使用を想定）

3,503円/月 2,538円/月 965円/月

大口利用
（100 使用を想定）

21,043円/月 17,238円/月 3,805円/月

大口利用
（200 使用を想定）

46,243円/月 38,338円/月 7,905円/月

※201 以降は1 あたり39円/月減免

－ 5 －


